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医師の需給に関する検討会中間報告書（案）  

一医師の不足感解消のための緊急提言－  

平成17年6月00日  

1．はじめに   

本検討会においては、昨年の「へき地を含む地域における医師の確保等の  

推進について」（地域医療に関する関係省庁連絡会議）を踏まえ、平成17年  

度中に医師の需給に関する報告書をとりまとめるべく、検討を行っていると   

ころである。   

一方で、平成18年度での医療制度改革を目指して、医療制度全般の改革   

について、社会保障審議会医療部会において議論が進められているところで   

ある。   

本検討会の最終的な目標は、平成10年の医師の需給に関する検討会報告   

書公表後の医療を取り巻く環境の変化や社会経済状況の変化等を踏まえた医   

師の需給の将来推計及び今後取り組むべき課題についての検討を行うことで   

あるが、一方で、病院における医師の不足感、地域や診療科における医師の  

偏在など、医師の需給に関し早急に対応策を講じる必要がある課題が指摘さ   

れているところである。これらの課題については、最終報告書を待たずに、   

中間報告として取りまとめ、国民的な議論に付することが適当と考えた。   

以上のことから、医師の需給に関する諸課題のうち、喫緊の課題としてで   

きる限り早期に手当てすべきと考えられる事項について、 本検討会における   

議論を取りまとめるものである。  

さらに残された課題については、最終報告書の取りまとめに向け引き続き   

議論を行っていくこととしたい。  

2．医師の需給に関する現状についての議論   

平成10年の「医師の需給に関する検討会報告書」においては、医師の需   

要を最大、医師の供給を最小に見積もっても、平成29年には医師は過剰に   

なるという推計が示されている。 本検討会では、今後、最終報告書に向けて   

定量的な調査・分析を行っていく必要があるが、医師の需給についての現状   

に関する、現在までの主な議論は以下のとおりである。  

（D 現状では、患者及び医師の双方から見て、医師は不足していると感じら  
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れる場面が多い  

② 医療機関、診療科、時間帯、地域による医師の偏在があるのではないか   

これまでの、上記①の理由に関する議論について、整理すると以下のとお  

りである。  

（i）需要側の変化  

i）  インフォームド・コンセントの普及をはじめとして患者と医師の  

関係が変容している。治療方針の内容やその危険性について患者に  

十分説明することが求められており、患者一人あたりの診療時間が  

延びているのではないか。   

並） 医療を受ける国民全体の高齢化に伴い、医療が対象とする疾病構  

造が感染症中心からガン・脳卒中・心疾患中心に変化している。こ  

れらは、感染症に比べ、継続的な経過観察・治療を必要とするケー  

スが多い。   

近） 医療が高度化、専門化、細分化していることに伴い、1人の患者に  

対し複数の専門分野の医師がチームで医療を行うことが必要になっ  

ている。   

お） 患者の側にも専門医志向が強くなっており、初期段階から専門分  

野の医師による診療を求める傾向が強い。  

（誼）供給側の変化  

i） 女性医師は平成に入って対前年で10％以上の伸びを示しており、  

全医師数に占める割合も近年増加のペースを速めている。女性医師  

は男性医師に比べ出産、育児による労働の一時的な中断等が多く、  

相対的に労働時間が少ない傾向にあるため、女性医師の比率の増加  

が、結果として医師の診療量の減少をもたらしているのではないか。  

辻）  大学院大学の入学定員が増加し、医学部を卒業した後も大学にと  

どまる医師が増え、臨床の現場に出る医師の数が減っているのでは  

ないか。  

揖） 医師養成における行き過ぎた専門化により、一人の医師が対応で  

きる患者の範囲が縮小しているのではないか。  

次に、上記②の理由に関する議論は、以下のとおりである。  

i） 例えば、当直などで長時間労働を余儀なくされる勤務医を避け、  

相対的に拘束時間の短い診療所に転向する医師が増え、病院の勤務  
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医から開業医へというような、医師のシフトが起こっているのでは  

ないか。  

止） 昨年度から国立大学病院などが独立行政法人化して労働基準法が  

適用されたことに伴い、労働力のさらなる確保のために、大学病院  

から地域の病院に派遣していた医師を大学に引き上げることにより、  

地域別格差が拡大しているのではないか。  

揖） 地域医療を守っている医師の多くが引退年齢にさしかかっており、  

地域別格差が拡大し、医療の確保が深刻な問題となっているのでは  

ないか。  

如） 医師の間に、特定の診療科や地域に行くことを避けるようになる  

という気質の変化が生じているのではないか。具体的には、医療の  

高度化・透明化や患者側の権利意識の高まりが相まって、病院にお  

ける産婦人科や、救急医療のような、重労働で医療事故の多い診療  

分野に継続して従事する医師が減少しているのではないか。また、  

医師が過疎地に行かなくなっているのではないか。このことにより、  

診療科別格差、地域別格差が拡大しているのではないか。  

3．当面の対応策   

最終報告書に向けての将来の医師需給の推計は、上に述べたような現状を   

十分踏まえるべきであるが、そのうち、医師の地域偏在と、診療科における   

偏在は医師の不足という形で深刻な問題となっており、喫緊に対応すべき課   

題である。それらに対する当面の対応策として考えられるものを以下（別紙   

参照）のとおり列挙した。   

地域偏在の問題には、都道府県別でみた格差と、都道府県内における格差   

と、2種類の格差があると考えられるので、対応策を検討する際には区別し   

て論じる必要がある。  
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4．今後の検討課題  

労働法規の遵守の影響   

夜間の当直の後も通常どおり勤務しなければならないなど、医師の重労  

働の実態については多くの指摘があった。このような医師の献身的労働に  

よって現場の医療が支えられていたことは事実であるが、医師も労働者で  

ある以上、労働法規を逸脱した労働形態は改められなければならない。一  

方で、労働法規を遵守することが医療提供の在り方にどのような影響を及  

ぼすのか、検証していく必要がある。  

・女性医師の就業のマルチトラック化   

臨床医に占める女性医師の割合は約15％であるが、国家試験合格者で  

は女性の占める割合は3分の1となっており、今後女性医師の割合は増加   

していくと予想される。女性医師は出産や育児により労働時間が短くなる  

傾向があると考えられ、男性医師が女性医師に置換されていくことによる、  

医師の需給への影響を検証するとともに、パートタイム勤務など、女性医  

師がライフステージに応じて働くことのできる柔軟な勤務形態の促進を図   

る必要がある。  

医療関連職種等との連携   

医師とその他の医療関連職種等の者が、それぞれの専門性を発揮しつつ、  

協力して医療にあたることは、医師の負担を軽減しつつ、医師の業務の効  

率化や患者が受ける医療の質の向上につながると考えられる。  

医師養成の在り方   

国民が「医師が不足している」と感じる原因の一つに、国民の専門医志  

向が進み、医師も専門分野以外の診療をしたがらず、一人の患者に多数の  

専門分野の医師がいないと診療ができない状態になっていることがあるの  

ではないかと考えられる。しかしながら、たとえ国民の医療ニーズに応え  

るためとはいえ、初期段階から、細分化した専門分野の医師が患者の医療  

にあたるのは、決して効率的とはいえないのみならず、高齢化により複数  

の疾患を抱える者が増加している昨今、適切な診断・治療が確保しにくく  

なる恐れもある。医療資源の有効活用及び、社会のニーズに適した医療の  

確保のためにも、幅広くプライマリーケアのできる医師を養成していくこ  

とが必要であるとの指摘があった。これに関し、全体的にプライマリーケ  

アができるということそれ自体も専門性であり、そういう専門性を国とし  
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て認定していくことも必要ではないかとの意見があった。  

・医療提供体制と医師需給   

医師不足が問題となっている地域や診療科において、医師の充足が即時   

に見込めないからには、患者の特定の医療機関への過度の集中を避けるた  

めにも、既存の地域の医療資源を最大限活用した医療連携体制の一層の推  

進を図る必要があるとの意見があった。   

なお、この課題の解決には、小児救急、救急医療、麻酔科、産婦人科な   

ど特定の診療科・部門の集約化も必要であるとの意見があった。  

・将来の医師需給   

最終報告書に向けての将来の医師需給の推計は、この中間報告書で述べ  

てきたような、医療の質の変化をはじめとした医師の需要側の変化、労働  

法規の遵守、女性医師の増加などの供給側の変化を十分考慮に入れたもの   

とすべきである。また、総量としての医師の数だけではなく、診療科別、  

地域別に需給の推計を行うことにより、現在医療の場で起こっている変化  

やその対策が明らかになると考えられる。  

（以上）  
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当面の医師確保対策（医師需給検討会中間報告書別紙）  

1 医師の地域偏在の解消（へき地の医師確保を含む）について   

地域偏在・・・i）平均で見て、地域（都道府県）で格差があること  

止）同一地域内で、都市部と周辺部で格差があること。  

A．地方勤務への動機付け   

①医師のキャリア形成における地方勤務の評価（人事面、給与面等）   

②地域内でのキャリアパス形成を可能にする医師育成システムの構築   

③へき地医療を支援する病院に対する医療計画上の配慮   

④税制面での配慮  

B．地方勤務への阻害要因の軽減・除去   

①へき地勤務医師のバックアップ体制の強化   

②地方医療機関と勤務希望医師のマッチングの推進   

③代診医派遣のシステム化の推進  

C．医師の分布への関与   

①医学部定員の地域枠の拡大（地域による奨学金の有効活用等）   

②自治医大の各都道府県の定員枠の見直し   

③自治医大卒業生の見直し   

④自衛隊医師の活用  

D．既存のマンパワーの活用等   

①雇用関係の多様化の促進   

②医療関連職種の活用等   

③ITの活用、推進   



2 診療科偏在の解消   

A．不足している診療科への誘導   

（》診療報酬での適切な評価  

B．不足している診療科の阻害要因の軽減・除去  

①地域協力体制の整備（夜間・救急への診療所医師の協力）  

②夜間救急患者の減少方策（テレフォンサービス）  

C．既存の診療能力の活用  

①医療資源の集約化の推進  

②女性医師の就業のマルチトラック化、雇用のマッチングの推進（雇用形態   

の多様化への対応）   












